
治
活
動
を
し
た
な
ど
と
指
摘
を

受
け
た
直
後
に
、
一
転
し
て
便

宜
供
与
を
廃
止
す
る
方
針
へ
転

換
し
た
と
認
定
。「
組
合
活
動

に
深
刻
な
支
障
が
生
じ
る
こ
と

を
認
識
し
、
職
員
の
団
結
権
を

侵
害
す
る
意
図
が
あ
っ
た
」
と

し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
組
合
に
よ
る
政
治

　

市
労
組
と
大
阪
市
労
働
組
合

総
連
合（
市
労
組
連
）は
、
庁
舎

地
下
１
階
に
事
務
所
が
あ
り
ま

す
が
、
橋
下
市
長
は
就
任
翌
年

の
２
０
１
２
年
１
月
、「
行
政

ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な
い
」
な
ど

の
理
由
で
退
去
を
通
告
。
13
年

度
の
使
用
申
請
を
不
許
可
に
し

ま
し
た
。
市
労
組
・
市
労
組
連

の
２
団
体
は
庁
舎
内
に
残
り
、

現
在
ま
で
組
合
事
務
所
と
し
て

使
用
、
自
治
労
系
６
団
体
は
同

年
３
月
末
に
退
去
し
て
い
ま

す
。

　

判
決
は
、
就
任
当
時
の
橋
下

市
長
は
使
用
を
許
可
す
る
意
向

だ
っ
た
も
の
の
、
11
年
12
月
の

市
議
会
で
組
合
が
庁
舎
内
で
政

く
、「
庁
舎
ス
ペ
ー
ス
確
保
の

活
動
が
行
わ
れ
た
証
拠
は
な

必
要
性
も
乏
し
い
」
と
指

摘
、「
退
去
は
社
会
通
念
に
照

ら
し
て
著
し
く
妥
当
性
を
欠

く
。
市
長
の
裁
量
権
を
逸
脱
・

濫
用
し
た
も
の
で
、
違
法
だ
」

と
判
断
。
市
労
組
と
市
労
組
連

に
対
し
、
庁
舎
使
用
の
不
許
可

処
分
を
取
り
消
し
、
今
年
度
の

使
用
を
許
可
す
る
よ
う
命
じ
ま

し
た
。労

使
関
係
条
例

〝
違
憲
で
無
効
〟

　

ま
た
判
決
は
、
橋
下
市
長
主

導
で
12
年
８
月
に
施
行
さ
れ
た

労
使
関
係
条
例
12
条（
便
宜
供

与
の
禁
止
）を
理
由
に
、
市
側

が
不
許
可
処
分
の
正
当
性
を
主

張
し
た
点
に
つ
い
て
、
憲
法
28

条
が
保
障
す
る
団
結
権
や
労
働

組
合
法
７
条
の
不
当
労
働
行
為

に
言
及
し
、「
違
法
行
為
を
正

当
化
す
る
た
め
に
適
用
す
る
限

り
、
条
例
12
条
は
違
憲
で
無

効
」
と
の
判
断
を
示
し
ま
し

た
。

　

判
決
は
、
公
務
職
場
に
お
け

る
組
合
事
務
所
の
あ
り
方
に
初

め
て
言
及
し
た
画
期
的
な
も
の

と
聞
い
て
お
り
、
弁
護
団
の
論

理
構
成
も
素
晴
ら
し
い
も
の

で
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

橋
下
市
長
は
控
訴
を
表
明
し

て
い
ま
す
が
、
控
訴
審
で
勝
利

に
向
け
て
と
り
く
む
と
同
時

に
、
大
阪
自
治
労
連
と
し
て

「
維
新
政
治
」
退
場
へ
全
力
を

挙
げ
て
た
た
か
う
決
意
で
す
。

う
べ
き
」
な
ど
と
公
言
し
て
い

る
こ
と
を
批
判
。
労
働
委
員
会

で
も
大
阪
市
の
不
当
労
働
行
為

を
断
罪
す
る
命
令
が
出
て
い
る

と
指
摘
し
ま
し
た
。

　

ま
た
今
回
の
裁
判
や
「
思
想

調
査
」
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
労
使

関
係
に
関
わ
る
訴
訟
な
ど
で
支

払
い
済
み
の
弁
護
士
費
用
が
計

２
１
３
０
万
円
に
上
る
こ
と
に

つ
い
て
、「
市
長
の
意
地
で
争

い
続
け
る
の
で
は
な
く
、
間
違

い
を
認
め
る
べ
き
だ
」
と
主
張

し
ま
し
た
。

よ
う
強
く
求
め
ま
し
た
。

　

山
中
氏
は
大
阪
市
側
の
「
完

全
な
る
全
面
敗
訴
に
な
っ
た
」

と
強
調
。
橋
下
市
長
が
「
裁
判

所
が（
市
と
労
組
の
関
係
を
）把

握
で
き
て
い
な
い
」「
地
裁
レ
ベ

ル
で
は
な
く
、
最
高
裁
ま
で
問

　

16
日
開
か
れ
た
大
阪
市
議
会

財
政
総
務
委
員
会
で
日
本
共
産

党
の
山
中
智
子
議
員
は
、
組
合

事
務
所
訴
訟
の
大
阪
地
裁
判
決

を
大
阪
市
は
真
摯（
し
ん
し
）に

受
け
止
め
、
控
訴
せ
ず
、
適
正

な
労
使
関
係
の
構
築
に
努
め
る

け
で
考
え
た
理
屈
を
す
べ
て
退

け
て
、
橋
下
市
長
が
「
職
員
の

団
結
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を

侵
害
す
る
意
図
を
も
有
し
て
い

た
と
み
ざ
る
を
得
な
い
」
と
ま

で
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

裁
判
所
の
判
決
と
し
て
は
異
例

と
も
言
え
る
強
い
非
難
で
す
。

　

ま
た
、
橋
下
市
長
が
不
許
可

を
正
当
化
し
よ
う
と
制
定
し
た

労
使
関
係
条
例
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
を
本
件
に
適
用
す
れ
ば
憲

法
28
条
ま
た
は
労
組
法
７
条
に

違
反
し
て
無
効
で
あ
り
、
こ
れ

を
不
許
可
の
理
由
に
し
て
は
な

ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
適
用
違
憲
」
と
い
う
判
断

手
法
で
す
が
、
正
直
、
こ
こ
ま

で
踏
み
込
む
と
ま
で
は
思
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
快
で
分

か
り
や
す
い
、
素
晴
ら
し
い
判

決
と
い
え
ま
す
。

　

裁
判
当
初
は
、
マ
ス
コ
ミ
も

含
め
社
会
全
体
が
異
様
な
雰
囲

気
で
、
組
合
の
皆
さ
ん
も
随
分

苦
労
さ
れ
ま
し
た
が
、
完
全
勝

利
判
決
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
ほ

っ
と
し
て
い
ま
す
。

　

９
月
10
日
の
組
合
事
務
所
判

決
は
、
胸
の
す
く
判
決
で
大
き

な
確
信
に
な
り
ま
し
た
。

　

２
０
１
２
年
３
月
17
日
の
提

訴
当
時
は
橋
下
・
維
新
の
会
の

“
絶
頂
期
”
と
言
え
る
状
況

で
、
総
理
に
し
た
い
政
治
家
の

ト
ッ
プ
が
橋
下
市
長
で
、「
組

合
は
出
て
い
け
！
」
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
が
張
ら
れ
ま
し
た
。
孤
立

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、

社
会
正
義
は
私
た
ち
の
側
に
あ

る
と
確
信
し
、
思
想
調
査
ア
ン

ケ
ー
ト
の
た
た
か
い
と
相
ま
っ

て
、
大
阪
労
連
な
ど
の
支
援
を

受
け
な
が
ら
た
た
か
っ
て
き
ま

し
た
。

　

毎
月
１
回
の
全
区
役
所
門
前

宣
伝
は
、
多
く
の
大
阪
市
職
員

を
励
ま
し
、
住
民
の
皆
さ
ん
と

地
下
鉄
や
市
バ
ス
、
保
育
所
・

幼
稚
園
問
題
な
ど
で
運
動
を
進

め
、
最
近
で
は
行
政
区
単
位
の

地
域
自
治
体
学
校
で
の
共
同
が

流
れ
を
変
え
、
裁
判
結
果
に
も

少
な
く
な
い
影
響
を
与
え
た
も

の
と
考
え
ま
す
。

　

今
回
の
大
阪
地
裁
判
決
は
、

公
務
員
の
組
合
事
務
所
使
用
不

許
可
の
当
否
に
関
す
る
、
お
そ

ら
く
初
め
て
の
判
断
で
す
。

　

ま
ず
、
公
務
員
組
合
に
と
っ

て
庁
舎
を
利
用
す
る
必
要
性
は

大
き
い
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
橋
下
市
長
の
組
合
敵
視
の

発
言
や
メ
ー
ル
の
内
容
を
丁
寧

に
事
実
認
定
し
、
当
局
が
後
付

　

大
阪
市
が
、
大
阪
市
役
所
労
働
組
合（
市
労
組
・
自

治
労
連
加
盟
）な
ど
庁
舎
内
に
あ
る
職
員
労
働
組
合
の

事
務
所
の
退
去
を
迫
っ
た
使
用
不
許
可
処
分
の
取
り
消

し
と
組
合
事
務
所
の
使
用
継
続
な
ど
を
求
め
た
訴
訟
の

判
決
が
10
日
、
大
阪
地
裁
で
あ
り
ま
し
た
。
中
垣
内
健

治
裁
判
長
は
「
橋
下
市
長
に
は
職
員
の
団
結
権
を
侵
害

す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
事
務
所
を
退
去
さ
せ
る
の
は
憲

法
が
保
障
す
る
職
員
の
団
結
権
の
侵
害
で
あ
り
、
市
長

の
裁
量
権
を
逸
脱
・
乱
用
し
た
も
の
で
違
法
だ
」
と
断

罪
。
不
許
可
処
分
を
取
り
消
し
、
損
害
賠
償
を
命
じ
ま

し
た
。�

（
２
面
に
関
連
記
事
）

「完全勝訴！」の判決に喜び合う原告と支援者ら＝10日、大阪市北区の大阪地裁前

労組事務所退去処分は違法
〝
団
結
権
侵
害
の
意
図
あ
っ
た
〟

橋
下
大
阪
市
長
を
断
罪

職員労組退去をめぐる経過と
関連する橋下大阪市長の発言

共
同
の
広
が
り
流
れ
変
え
た

異
例
と
も
言
え
る
強
い
非
難

誤
り
認
め
控
訴
す
る
な

大
阪
市
議
会
財
政
総
務
委 

山
中
市
議
が
主
張

山
中
智
子
大
阪
市
議

大
阪
自
治
労
連 

大
原
真
委
員
長

弁
護
団 

城
塚
健
之
弁
護
士

大
阪
地
裁
判
決

12 月 19 日橋下徹市長が就任

12 月 26 日

市議会交通水道委員会で維新の会議員
が市職員の勤務時間中の政治活動を指
摘した質問に、橋下市長が「一切許さな
い。組合と市役所の体質についてはリ
セットし、一から考え直したい。組合事
務所の家賃減免も認めない」と答弁。

12 月 28 日

市議会本会議の施政方針演説で橋下市
長が「組合問題に執念を燃やして取り
組む。組合の体質はおかしい。組合を
適正化する。ギリシアを見てほしい。
公務員組合をのさばらしておくと国が
破たんする。日本全国の公務員組合を
改めていく」と述べる。

12 月 30 日

橋下市長が幹部職員に４通のメールを
発信。「組合は政治活動をやっている。
大阪都構想に真っ向から反対。選挙結
果を踏まえれば、組合主張より維新
の会の主張が支持を受けた」（午後２
時 59 分）、「ルールを破った所属、職
員には厳罰」（午後３時 30 分）、「維新
の会を支持する納税者の税をこの組合
に投じることは有権者への裏切りにな
る」（午後７時 47 分）、「対組合関係適
正化条例を制定する」（午後11時22分）

1月
市が市労組・市労組連など８団体に、
３月末を期限として市役所庁舎からの
事務所退去を通告。

２月
橋下市長が業務命令で政治活動への参
加などを尋ねる「思想調査アンケート」
を実施。

３月～
大阪市労組と市労組連は、庁舎内に残
ることを決め、不許可処分取り消しを
求め提訴。

８月 組合への便宜供与を禁じるなどを定め
た労使関係条例を施行

３月 給与から労働組合費の天引きを認める
「チェックオフ制度」を廃止。

２月
府労委が事務所退去は「十分検討せず
一方的に通告した」と不当労働行為と
認定。市は中労委に再審査を申し立て。

６月 中労委が思想調査アンケートは不当労
働行為と認定。

７月
アンケート中労委命令の取り消しを求
めた訴訟提起の議案を大阪市議会が否
決。中労委命令が確定。

9月 10 日 地裁が退去処分を取り消し、損害賠償
を命じる。

２
０
１
１
年

12

年

13

年

14

年
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